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○筋萎縮性側索硬化症  ○脊柱管狭窄症  ○閉塞性動脈硬化症 

○後縦靭帯骨化症  ○早老症   ○関節リウマチ 

○骨折を伴う骨粗しょう症 ○糖尿病性神経障害、糖尿病性 ○慢性閉塞性肺疾患 

○多系統萎縮症    腎症及び糖尿病性網膜症 ○両側の膝関節又は股関節に著 

○初老期における認知症  ○脳血管疾患     しい変形を伴う変形性関節症 

○脊髄小脳変性症  ○パーキンソン病関連疾患 ○がん 

　大館市にお住まいの40歳以上のみなさんは、介護保険の加入者です。年齢によっ

て２つの被保険者に分かれ、 介護サービスを利用できる条件も異なります。
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　介護保険に加入するのは、４０歳になった月からです。（誕生日が月の初日のか

たは前月になります。）

　介護保険に加入するために個別の手続きは必要ありません。第１号被保険者につ

いては市区町村ごとに、第２号被保険者については医療保険ごとに行われます。(被

保険者となったあと、転出入する場合などは届出が必要となります。)

○他の市区町村から転入してきたとき

○他の市区町村へ転出するとき＊

○市内で住所が変わったとき＊

○氏名が変わったとき＊

○被保険者が死亡したとき＊

○外国人が６５歳になったとき

＊印の場合は被保険者証を添付して市民

課の窓口に届け出てください。
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平成３０年度～令和２年度の保険料
基準額は年額81,252円です。月額に
換算すると6,771円となります。

　保険料は、住んでいる市区町村の介護サービスの水準に応じて基準額（年額）が
決まります。その上で、負担が重過ぎないよう所得段階に応じて調整されます。
　なお、保険料は３年に１度改定されます。平成３０年度からは第７期介護保険事
業計画に沿って運営されています。

　各年度の介護保険料は、上記の基準額をもとに、本人と世帯員の市民税課税状況
や本人の年金などの所得金額で決定されます（毎年７月）。
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令和２年度の所得段階別保険料額

(参考) 令和元年度の所得段階別保険料額

 

 率料険保 者       象       対 階段 保険料年額 
（保険料月額） 

保険料年額 
（保険料月額） 

 

本
人
が 
市
民
税 
非
課
税 

世　帯 
全員が 
市民税 
非課税 

本人の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の
合計額が 80 万円以下のかた  

本人の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の
合計額が 80 万円を超え 120 万円以下のかた  

本人の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の
合計額が 120 万円を超えるかた  

同じ世帯 
に市民税 
課税者が 
いるかた 

本人の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の
合計額が 80 万円以下のかた  

本人の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」の
合計額が 80 万円を超えるかた  

本
人
が 
市
民
税 
課  
税 

本人の 
「合計所
得金額」
が 

世　帯 
全員が 
市民税 
非課税 

同じ世帯 
に市民税 
課税者が 
いるかた 

本人の 
「合計所
得金額」
が 

120万円未満のかた

120万円以上200万円未満のかた

200万円以上300万円未満のかた

300万円以上のかた

120万円未満のかた

120万円以上200万円未満のかた

200万円以上300万円未満のかた

300万円以上のかた

基準額 
×0.25 

基準額 
×0.37 

基準額 
×0.62 

基準額 
×0.94 

基準額 

基準額 
×1.28 
基準額 
×1.35 
基準額 
×1.6 

基準額 
×1.7 

 
 

 率料険保 者       象       対 階段

 

○生活保護を受給しているかた 
○世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給しているかた 

本
人
が 
市
民
税 
非
課
税 

本人の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」 
の合計額が 80 万円以下のかた 

本人の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」 
の合計額が 80 万円を超え 120 万円以下のかた 

 本人の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」 
の合計額が 120 万円を超えるかた 

 本人の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」 
の合計額が 80 万円以下のかた 

本人の「課税年金収入額」と「その他の合計所得金額」 
の合計額が 80 万円を超えるかた 

本
人
が 
市
民
税 
課  
税 

基準額 
×0.325 

基準額 
×0.495 

基準額 
×0.645 

基準額 
×0.94 

基準額 

基準額 
×1.28 
基準額 
×1.35 
基準額 
×1.6 

基準額 
×1.7 

 

○生活保護を受給しているかた
○世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給しているかた

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第５段階

第６段階

第７段階

第８段階

第９段階
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はい  

いいえ
 

い
い
え

 

い
い
え  

い
い
え 

はい

はい 

い
い
え  

はい 

いいえ
 

はい 

 
はい

いいえ
 

は
い

 

合計所得金額とは 

第１段階 
20,316円 

第２段階 
30,060円 

第３段階 
50,376円 

第 4 段階 
76,380円 

第 5 段階 
81,252円 

第 6 段階 
104,004円  

第 8 段階 
130,008円 

第 9 段階 
138,132円 

第 7 段階 
109,692円 

前年の１月１日から１２月３１日までの１年間の収入金額から必要経費に相当する
金額（収入の種類により計算方法が異なります）を差し引いた金額（所得金額）を
合計したもので、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。合計
所得金額は、長期・短期譲渡所得がある場合、特別控除を控除した額です。
その他の合計所得金額とは
合計所得金額から、公的年金等に係る雑所得金額を差し引いた金額です。

ス
タ
ー
ト

生
活
保
護
を
受
け
て
い
ま
す
か
？

市
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

老
齢
福
祉
年
金
を

受
給
し
て
い
ま
す
か
？

前年の「課税年
金収入額」と「そ
の他の合計所
得 金 額」の 合
計額が８０万円
以下でしたか？

前年の「合計所得
金額」はいくらで
すか？

同
じ
世
帯
に
市
民
税
が
課
税

さ
れ
て
い
る
か
た
が
い
ま
す
か
？

１２０万円未満

３００万円以上

１２０万円以上
２００万円未満

２００万円以上
３００万円未満

前年の「課税年
金収入額」と「そ
の他の合計所
得 金 額」の 合
計額が８０万円
以下でしたか？

前年の「課税年
金収入額」と「そ
の他の合計所
得金額」の合計
額が１２０万円
以下でしたか？
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　保険料の納め方は、 原則として年金額によって特別徴収 (年金から差し引かれます) と普
通徴収 (納付書や口座振替により金融機関などへ納付します) の2種類に分かれています。

 
○年度途中で第１号被保険者（６５歳）となった場合

○年度途中で他の市区町村から転入した場合

○年度途中で保険料の所得段階が変更となった場合

○年金の現況届けを期限までに提出するのが遅れて一時的に差止めになったり、年

金担保貸付を受けたりした場合や、ねんきん特別便などで新たな年金記録が発見

され、再裁定された場合など
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　介護保険では、通常、費用の一部（１割から３割）を負担すると、さまざまな介
護サービスがご利用できます。きちんと納めているかたとの公平性を保つために、
保険料の未納や滞納があると、利用者負担の割合が引き上げられる場合があります
ので、ご注意ください。

　６５歳になる月（１日生まれの場合は前月）の分から、医療保険料（国民健康保険税など）
と別に、納付書で納めていただきます。

・４月２日～７月１日に６５歳になるかた
　　７月中旬に納付書を送付します。
・７月２日以降に６５歳になるかた
　　誕生日月の翌月（１日生まれの場合は当月）に納付書を送付します。

普通徴収のかたの納付書は
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40歳から64歳までのかた(第２号被保険者)の保険料

一
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に

　　　長寿課介護保険係
までお問い合わせくださ
い。
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○要支援・要介護

○非該当（自立） 介護保険のサービスは受けられませんが、市のその他の福祉サービス
を受けられる場合があります。

○介護（自立）

２次判定の結果、
要介護状態区分
（「要支援１・２」
「要介護１～５」）
が決まります。
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要支援１・２のかた

要介護１～５のかた

要介護１～５のかた

要支援１・２のかた
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要支援１・２のかた

要介護１～５のかた

要介護１～５のかた

要支援１・２のかた
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【訪問で受けるサービス】

〇自己負担の目安 

身体介護中心  395円(30分以上1時間未満)
生活介護中心  224円(45分以上)  

〇自己負担の目安 

1回  1,256円 

〇自己負担の目安  469円 (30分未満)  
 

〇自己負担の目安  1回  292円 
 

〇自己負担の目安  1回  509円 

〇自己負担の目安  1回  849円 

〇自己負担の目安  449円 (30分未満)  

〇自己負担の目安  1回  509円 

〇自己負担の目安   
1回 292円   
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○　サービスにかかる基本的な費用の１割を自己負担の目安として掲載しています。
６５歳以上のかた（第１号被保険者）のうち、一定以上の所得があるかたは２割負
担または３割負担となります（２２ページ参照）。４０歳から６４歳までのかた
（第２号被保険者）の負担割合は１割です。

○　サービスの利用内容によってさまざまな加算があります。

648円～1,130円

716円～1,317円

1,721円
3,634円

586円～859円

755円～965円

438円
545円

580円
721円
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 181円 
 310円 

536円～804円
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介護保険負担割合証が発行されます
　要介護認定を受けたかた全員に、利用者負担の割合（1割から3割）が記載された
「介護保険負担割合証」（黄色）が発行されます。
 月額44,400円の負担上限額があります。

【2割負担となるかた】
本人の合計所得金額が 160 万円以上かつ、「年金収入＋その他合
計所得金額」が
・同一世帯に65歳以上のかたが1人の場合：280万円以上
・同一世帯に65歳以上のかたが2人以上の場合：合計が346万円以上

【3割負担となるかた】
本人の合計所得金額が 220 万円以上かつ、「年金収入＋その他合
計所得金額」が
・同一世帯に65歳以上のかたが1人の場合：340万円以上
・同一世帯に65歳以上のかたが2人以上の場合：合計が 463万円以上

※40歳から 64歳までのかた（第 2号被保険者）の負担割合は「1割」です。

5 0 , 3 2 0 円
5 0 , 3 2 0 円

1 0 5 , 3 1 0 円
1 6 7 , 6 5 0 円
1 9 7 , 0 5 0 円
2 7 0 , 4 8 0 円
3 0 9 , 3 8 0 円
3 6 2 , 1 7 0 円

（5,032単位）
（5,032単位）

（10 ,531単位）
（16 ,765単位）
（19 ,705単位）
（27 ,048単位）
（30 ,938単位）
（36 ,217単位）
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1,668円2,006円 1,668円
（1,171円） 1,392円377円855円

以下のすべてに該当するかたが対象です。
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☆低所得者Ⅰ区分の世帯で介護（介護予防）サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は上記表どお
りの算定基準額で計算され、介護保険からの支給は別途設定された算定基準額の世帯で31万円で計算されます。

　

基
礎
控
除
後
の
所
得
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（自立）

訪問・通所サービスのみ利用希望のある要支援状態のかた
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【介護予防・生活支援サービス事業】

等
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自己負担となります。
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大館市地域包括支援センター
 　かつら

大館市地域包括支援センター 
 　水交苑

大館市地域包括支援センター
 　神山荘

大館市地域包括支援センター
 　おおたき

大館市地域包括支援センター
 　大館南

大館市地域包括支援センター
 　ひない

大館市地域包括支援センター
 　長慶荘

大館市字三ノ丸103- 4 
(大館市総合福祉センター内)

大館市字下綱123 
(ケアハウス樹海の里内)

大館市花岡町字姥沢34-1 
(花岡町コミュニティさろん内)

大館市十二所字大水口4-5 
(特別養護老人ホームつくし苑併設)

大館市下川原字向野17-1 
(特別養護老人ホーム大館南ガーデン内)

大館市比内町扇田字上扇田49－1 
(介護予防拠点ひない内)

大館市岩瀬字上岩瀬塚の岱16 
(田代いきいきふれあいセンター内)

大館 (一中学区)、 
下川沿

大館 (東中学区)、 
長木

釈迦内、花岡、 
矢立

上川沿、十二所

真中、二井田

比内全域

田代全域

49-2587

45-2333

57-8601

47-7211

59-6182

55-0665

54-2901

名 　　   称 住 　　  所 電話番号 担当地区
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令和2年6月作成

【1F】

【2F】

【1F】

【2F】
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	表紙



